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→ 報告徴収・立入検査権限
の強化 （第24条・第25条）

次の各項目を全て満たす必要 ⇒ Ｈ２８法改正で行政権限強化

① 掘り起こし調査の完了 ② PCB使用製品の廃棄完了

→ 高濃度PCB使用製品の
廃棄の義務付け （第18条）

→ 計画的処理完了期限前の高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け（第10条）

義務違反者に対する改善命令 （第12条）

高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行 （第13条）

期限内の処理完了に向けたステップと法改正

③ 全ての高濃度PCB廃棄物について
⇒ＰＣＢ廃棄物の届出完了
⇒ JESCOへの処分委託
⇒ 速やかに当該PCB廃棄物がJESCOに搬入
⇒ 適正に処理完了

● 北海道ＰＣＢ廃棄物処理計画策定の方針
・ 新たに拡充された権限等を有効に活用
・ 排出者責任のもと期限内の確実かつ適正な処理を徹底



北海道ＰＣＢ廃棄物処理計画の主な変更内容

未届出ＰＣＢ廃棄物等の把握の徹底

処分期間の設定

立入検査等による指導の強化
排出者責任のもとでの早期処理を徹底

各種会議等の場を活用し、早期処理の促進に向けた関係者等との連携強化、
情報共有、普及啓発を実施

廃ＰＣＢ・変圧器・コンデンサー： 平成３４年３月末日まで

安定器及び汚染物等 ： 平成３５年３月末日まで

改正ＰＣＢ特別措置法等を踏まえ、処分期間を設定

アンケート調査や報告徴収等により徹底した掘り起こし調査を実施

関係機関との連携強化

所有事業者等に対し、分析費用の補助等を行い、実態把握を進める。

低濃度ＰＣＢ廃棄物・使用製品の実態把握

実態把握とその状況を公表（道有施設公表後、市町村を対象に実施）

地方自治体が保有するＰＣＢ廃棄物等の率先処理等



・ 補助対象（予定）： 電気機器絶縁油中のＰＣＢ濃度分析費用

・ 変圧器等の掘り起こし調査委託費、現地調査旅費

調査事業（１７，２３１千円）

総合振興局環境生活課に担当職員を配置

ＰＣＢ分析費用補助事業（５，０１０千円）

ＰＣＢ調査に係る人員措置状況（２名増員）

新規： 循環資源利用促進税適正運用対策事業
（ＰＣＢ廃棄物等把握及び早期処理推進事業）

平成２９年度ＰＣＢ対策関係予算

・ ＰＣＢ保管事業者等への立入検査体制強化のため担当職員を配置
（胆振・オホーツクに各１名）



「掘り起こし調査」の必要性

「掘り起こし調査とは」

・ 未把握のＰＣＢ廃棄物及びＰＣＢ使用製品を網羅的に把握する調査

背景

・ 処分期間が決まっていること（Ｈ３３年度末（変圧器等）・Ｈ３４年度末（安定器等）
・ 事業終了期限は厳守（室蘭市の施設受入の条件）。再延長は不可能

・ ＰＣＢ使用機器の把握は法に定められた都道府県の義務
・ 全事業所にＰＣＢ使用機器の所有の可能性。広範な調査が必要
・ 調査には時間を要する（先行事例では５年を要している）

・ アンケート、電話、現地確認により実施（環境省がマニュアルを作成）
・ 環境省が作成した掘り起こし対象事業所リスト（電気事業法の届出等）を活用

現状

調査方法



掘り起こし調査業務の概要（括弧内の数字は想定件数）
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計画における地方公共団体の率先処理

都道府県及び政令市の取組

【道処理計画第３部第１章第７項】
道は、自ら保有する高濃度ＰＣＢ廃棄物等について
・ 保管・所有実態を確実に調査し、その状況を定期的に公表する
・ 率先して処分委託・廃棄に努めること
・ 道内市町村に対しても同様に確実な把握を求め、道の状況と合わせて公表

【基本計画第４章第１節第２項】
都道府県市は、管内の地方公共団体が管理する施設等について、

・ 保管・所有実態を調査し、その結果を毎年度公表
・ 早期に確実に処分委託・廃棄を終える等の対策を実施
・ 当該実施状況を毎年度公表する

過去に「点検済み」としている施設でも
× 一部の安定器のみを確認するサンプリング調査

× 書類だけの確認

原則として
「全数」・「直接」
確認が必要

Ｈ２８年に発生したＰＣＢ漏洩事故の対応



安定器へのＰＣＢ使用部位
安定器が使われている照明器具（白熱電球・ＬＥＤは不使用）

・ 業務用・施設用照明器具に内蔵
・ 蛍光灯などの放電の安定のため使用
・ ＰＣＢ絶縁油が含まれている場合あり

ＰＣＢはどこにあるか（安定器の中のコンデンサー部分）



道有施設における再点検の状況(安定器）

対象施設

道有施設の再点検結果

昭和５２年３月までに建築・改修された全ての道有施設

・ 調査結果の公表（５月・道循環型社会推進課ホームページで公表済み）
・ 道内市町村に対する再点検の実施状況の報告を依頼（６月）
・ フォローアップ調査実施（以降、定期的に調査及び公表を実施）

今後の予定


